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日本現代中国学会規約 

 

第１条（名称）  

本会は日本現代中国学会と称する。 

 

第２条（目的）  

本会は現代中国および現代アジアに関心をもつ研究者によって組織され、研究者相互の交

流と協力をはかり、その研究の発展を促進することを目的とする。 

 

第３条（事務所） 

本会の事務所は、理事会が定める場所に置く。 

 

第４条（事業） 

本会はその目的を達成するために、以下の事業をおこなう。 

 

（１）全国学術大会（年１回）、研究会、講演会、講座などの開催 

 

（２）内外の研究機関および研究者との交流 

 

（３）学会誌（『現代中国』年１回以上）の発行 

 

（４）その他本会の目的を達成するために必要な事業 

 

第５条（入会） 

入会にあたっては会員２名の推薦にもとづき、理事会が承認する。 

 

第６条（会費） 

会員は入会金１０００円の他、個人会員は年会費５０００円、団体会員は年会費６０００円

を納入しなければならない。３年を超えて会費を滞納したものは、特別の事情がないかぎ

り、理事会において退会したものとみなす。 

 

第７条（会員の権利） 

会員は学会誌の配布を受け、個人会員は本会の事業に参加するほか、理事の選挙権および被

選挙権をもつ。 

 

第８条（経費） 
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本会の経費は会費、寄付金その他の収入によってまかなう。 

 

第９条（総会） 

本会は年１回、総会を開く。総会は最高の意思決定機関であり、本会の重要事項について審

議、決定し、決算および予算を承認する。 

 

第１０条（役員） 

本会は下記の役員を置く。 

 

（１）理事長 １名。本会を代表し、会務を統括する。理事長は、理事の中から互選によっ

て選ばれ、任期は２年とする。 

 

（２）常任理事 若干名。理事長とともに常任理事会を構成して、理事長を補佐し、分担し

て常務を処理する。常任理事は理事のなかから理事長が指名し、理事会の承認を得て、決定

する。 

 

（３）理事 ５０名。理事会を構成して会務を処理する。理事のうち、原則として２５名は

個人会員の選挙により選び、その余は、選挙によって選ばれた理事の推薦により決定し、総

会に報告する。任期は２年とし、選挙規定は別に定める。理事に欠員が生じたときは、理事

会がこれを選任することができる。 

 

（４）会計監査 ２名。本会の会計を監査し、総会に報告する。会計監査は理事会の推薦に

もとづき、総会の承認を経て決定する。任期は２年とする。 

 

（５）幹事 若干名。理事会の会務執行を補佐する。幹事は理事長が委嘱する。任期は２年

以内とする。 

 

（６）顧問 若干名。理事会に対して意見を述べ、理事会の諮問に応ずる。顧問は理事会の

推薦にもとづき、総会の承認を経て決定する。任期は２年とする。 

 

（７）専門委員会委員 若干名。理事長の諮問に答申するために専門委員会を置くことがで

きる。各専門委員会は委員若干名によって構成され、委員は理事長が委嘱する。任期は２年

とする。但し、予め定める設置期間がそれよりも短い場合には、その設置期間とする。委員

長・副委員長各１名は理事から選任する。 

 

第１１条（会計年度） 
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本会の会計年度は、毎年４月１日から翌年３月３１日までとする。 

 

第１２条（専門委員会・地方部会） 

本会は必要に応じて専門委員会、地方部会を置くことができる。 

 

第１３条（改正）この規約の改正は総会の承認を経て行う。運営にかんする内規は理事会が

定める。 

 

付則 この規約は２０１９年１０月１９日から実施する。ただし第１１条（会計年度）に関

しては、別途定める措置にもとづき２０２２年度以降より運用する。これに伴い、２０２０

年度は２０１９年１０月１日から翌年９月３０日まで、２０２１年度は２０２０年１０月

１日から翌々年３月３１日までとする。 

 

 (１９９１年１０月５日改正) 

 

（１９９２年１０月１７日一部改正) 

 

（１９９９年１０月２３日一部改正) 

 

（２００５年１０月２２日一部改正） 

 

（２００７年１０月２０日一部改正） 

 

（２０１９年１０月１９日一部改正） 

 

以上。 


